
「スポーツ振興基金助成事業」

第 18 回 全日本女子アイスホッケー選手権大会（B）

【開催要項】

1. 大 会 名 第 18 回 全日本女子アイスホッケー選手権大会（B）

2. 主  催 公益財団法人日本アイスホッケー連盟

3. 主 管 青森県アイスホッケー連盟

4. 後 援 八戸市、八戸市教育委員会

5. 開催期日 ２０１４年（平成２６年）２月２１（金）～２月２３日（日）

6. 開催場所 青森県 八戸市 テクノルアイスパーク新井田・田名部記念アリーナ

7. 参加資格

（1） （公財）日本アイスホッケー連盟に登録されているチームの役員・選手とする。

（2） 出場選手は中学生以上とし、高校生以下の選手について学校長および保護者の承諾を

得ること。

（3） 選手の補強にあたってはブロック予選に登録された３名以内とし、所属チーム・所属連盟

の承認を得ること。

（4） 外国籍の選手は、平成２５年８月３１日までに（公財）日本アイスホッケー連盟に登録した

３名以内とする。

8. 参加定数 参加定数は、下記のとおり１６チームとし、定数に満たない場合は、主催(公財)日本

アイスホッケー連盟が調整する。

北海道ブロック４   東北ブロック１  関東ブロック３

北信越東海ブロック２ 近畿ブロック２  中四国・九州ブロック３ 開催地１

9. 競技方法

（1） 参加チームによりトーナメント戦を行う。

（2） A からの降格チームおよび前年度 B の２位・３位・４位のチームをシードとする。

（3） １回戦で同一ブロックの対戦はしない。

10. 競技規則

（1） ＩＩＨＦ国際競技規則に基づく。

（2） 競技時間は各ピリオド正味２０分、インターバル１０分とする。

（3） ボディーチェックは禁止。

（4） ヘルメットは全面を覆うフルフェイスマスクを必ず着用すること。

（5） ネックガードおよびマウスガードを必ず着用すること。

（6） 原則として頭髪はヘルメットの中に収めること。

（7） 各チームのプレーヤーは全員同じジャージ・パンツ・ストッキングおよびヘルメットを着用

するものとする。

（8） 第３ピリオドが終了した時点で同点の場合、次のとおりとする。

 １、２回戦は、直ちにＩＩＨＦ国際競技規則に基づくゲームウイニングショットを行う。

 準決勝以上は、直ちに「４on４方式」による５分間のサドンビクトリー方式の延長ピ

リオドを行う。

なお、延長ピリオドで決しない場合は、ＩＩＨＦ国際競技規則に基づくゲームウイニン

グショットを行う。

11. 参加申し込み

（1） 参加申込み用電子データを（公財）日本アイスホッケー連盟ホームページ（JIHF 概要・各

種書式）よりダウンロードし、必要事項を入力後（公財）に日本アイスホッケー連盟（jihf@ 

jihf.or.jp）と青森県アイスホッケー連盟（aihf.zennihon@gmail.com）に電子メールにて送信す

る。

（2） 参加申込み用電子データに入力後、プリントアウトし、所属加盟団体を通じ、下記の２箇

所へ郵送すること。

（正）主 催

〒150-8050 東京都渋谷区神南１－１－１ 岸記念体育会館内

（公財）日本アイスホッケー連盟

（TEL：０３-３４８１-２４０４ FAX：０３-３４８１-２４０７）

（副）主 管

〒039-1161 青森県八戸市河原木字蝦夷館（えぞやかた）4-3



田名部記念アリーナ

青森県アイスホッケー連盟（TEL：0178-20-1633  FAX：0178-20-1634 ）

（3） 参加申込書とチームのホーム用およびビジター用ユニホームの写真を電子メールにて青

森県アイスホッケー連盟に送ること。（E－mail: aihf.zennihon@gmail.com ）

12. 締切り 平成２６年１月１７日（金）期日厳守のこと。

13. 役員・出場選手

（1） チームのベンチ入り選手は２２名以内（GK２名を含む）、役員は６名以内（最低１名）とす

る。

（2） 試合開始前に最低１１名（GK を含む）役員１名がそろわないチームは棄権とする。

14. 参加料 １チーム ６０，０００円として、申込みと同時に主管連盟の下記口座に納金すること。

【振込先】 青い森信用金庫 本店営業部

第 18 回全日本女子アイスホッケー選手権大会（Ｂ） 会計 西村 崇

普通口座 No. 1015954

15. 組合せ抽選 平成２６年１月３１日（金）

（公財）日本アイスホッケー連盟全日本選手権委員長立会いのもと主管連盟で行う。

同一地方連盟加盟２チーム以上の参加の場合は、１回戦で対戦しないように取り扱

うこととする。

16. 棄権による罰則

（1） 申込み締切り後、棄権を申し出るチームは（公財）日本アイスホッケー連盟にその理由を

そえて通知すると同時に不参加料６０，０００円を納金すること。

（2） 事前の棄権通知を怠り、且つ、不参加料を納金しないチームは、いずれの場合も今後の

（公財）日本アイスホッケー連盟の主催する公式試合の参加を認めない。

この出場停止期間は（公財）日本アイスホッケー連盟において、別に審議決定する。

17. 監督会議および開会式

（1） 日時  平成 26 年 2 月 20 日（木）  18 時 00 分から

（2） 場所  テクノルアイスパーク新井田 2 階ロビー

（3） 出席者 各チームの代表者・キャプテンの 2 名以内が参加すること。

（4） その他 監督会議に不参加および遅刻した場合は、原則として１６項同様の罰則を適用

する。

（5） 監督会議終了後引き続き開会式を行います。

18. 表彰式および閉会式

決勝戦・三位決定戦後の試合終了後直ちにリンク上でおこなう。

今大会においてベストシックス 6 名、大会ＭＶＰ1 名の個人表彰も行う。

19. ベンチ

（1） 対戦表の左側チームは本部席からベンチを見て左側のベンチに入る。

（2） 試合でのホームおよびビジターの決定は、試合開始前のパックトスで決定する。

20. 公式練習

（1） 公式練習は行わない。希望するチームは有料にて受付ける。

（2） 希望するチームは、事前に主管連盟に申し込むこと。先着順で希望時間を斡旋する。

21. 保険の加入

競技中における怪我について、自己責任とする。大会参加チームは保険に加入し、監督会議

までに保険証書のコピーを提出すること。

22. 問い合わせ先

（公財）日本アイスホッケー連盟 （TEL：03－3481－2404 FAX：03－3481－2407）

青森県アイスホッケー連盟   （TEL：0178-20-1633  FAX：0178-20-1634 ）

                   Ｅｍａｉｌ aihf.zennihon@gmail.com

23. その他

宿泊、大会中の移動については青森県アイスホッケー連盟にお問い合わせ下さい。


